
�
ど
の
よ
う
な
事
が
変
わ
る
の
で
す

か
？                 　
  

   
平
成　

年
４
月
１
日
よ
り
麻
し
ん

１８

（
は
し
か
）と
風
し
ん
対
策
を
よ
り
一

層
強
化
す
る
た
め
、
麻
し
ん
（
は
し

か
）
と
風
し
ん
の
M
R
混
合
ワ
ク
チ

ン
の
2
回
接
種
制
度
が
導
入
さ
れ
ま

す
。【
表
】　

�
ど
う
し
て
予
防
し
た
方
が
い
い
の

で
す
か
？

　

麻
し
ん
や
風
し
ん
は
幼
児
期
早
期

に
か
か
っ
て
し
ま
う
こ
と
が
多
い
と

い
う
こ
と
が
わ
か
っ
て
い
ま
す
。

　

麻
し
ん
と
風
し
ん
の
予
防
接
種
は
、

お
母
さ
ん
の
免
疫
が
な
く
な
る
生
後

　

カ
月
以
降
な
る
べ
く
早
期
に
接
種

12す
る
こ
と
が
お
子
様
自
身
の
予
防
だ

け
で
は
な
く
、
社
会
全
体
の
感
染
症

の
予
防
（
ま
ん
延
防
止
）
の
た
め
大

変
重
要
だ
か
ら
で
す
。

�
担
当
課
か
ら
一
言
お
願
い
し
ま
す
。

　

現
在
、
麻
し
ん
と
風
し
ん
の
予
防

接
種
を
受
け
て
い
な
い
お
子
さ
ん
は

早
期
に
接
種
を
受
け
る
こ
と
を
お
勧

め
し
ま
す
。
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■２００5年１2月号／通巻５７3号　■印刷／留萌印刷�
この広報誌は、再生紙を使用しています

� 人の動き �平成１7年10月末現在。（　）は前月比

世　帯
    12,8６５（+１３）

女
　14,0３８（+6）

男　
13,3２８７（+１4）

人　
2７,3２5（+20）　

★先月号のクイズの答えは、協働です。

（問題は、「市民一人ひとりがお互いに支えあ

い、市民と行政が理解と信頼のもと、役割分担

と連携をはかりながら、日常の問題を解決す

る環境づくりを“○○（きょうどう）のまちづ

くり”といいます。○○に入る文字をお答えく

ださい。」でした。）

★今月号のクイズ

「京都議定書の「温室効果ガス６％削減」と

いう目標を達成するための国民的プロジ

ェクトは、“チーム・○○○○６％”といい

ます。○に入る文字をお答えください。」

（ヒント：毎号掲載しています生活環境課

からのコラムをご覧ください。）

クイズクイズ るもいのるもいのつぼつぼ得
編集・発行

留萌市企画財政部企画調整グループ

●広報るもいへのお問合せ●

〒０７７－８６０１ 留萌市幸町１丁目１１番地『広報るもい』係
�０１６４－４２－１８０９／ �０１６４－４３－８７７８

ホームページ http://www1.sphere.ne.jp/rumoi/
E （電子） メールアドレス rumoi@seagreen.ocn.ne.jp

「①答え、②意見・要望、③氏名、④住所、⑤性別、⑥職業、⑦電
話、⑧電子メールアドレス」を記入し、ハガキ、電子メール、
ＦＡＸで上記まで送ってください。応募者の中から抽選で
５名に『商品券』が当たります!!応募期限は１2月26日です。

ク イ ズ の 応 募 方 法

麻しん（はしか）と風しんの予防接種
が変わります！
げんき課からのお知らせ

�来年の4月1日以降は以下のとおり改正されます【表】

 　  接種方法対象者ワクチン

1回接種生後12カ月から90カ月未満   麻しん               
改正前

1回接種生後12カ月から90カ月未満風しん

２回接種（MR混合ワク
チンを第１期、第２期
で１回ずつ接種）

第１期：生後12カ月から24カ月未満
　麻しんと風しんの

混合改正後
第２期：５歳以上７歳未満(就学前１年間)

※来年の4月1日以降、定期（法律に基づく）の予防接種としては、MR混合ワクチンのみとなり、現在使用されている麻し　
ん及び風しんワクチンに関しては、かかりつけの医師とご相談のうえ、保護者の希望により接種を受けることは可能です。
　その場合は、移行措置として接種料金は無料になりますが、任意の予防接種の扱いとなります。

冬道は滑るから、ゆっくり慎重に。しない、させない、飲酒運転
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今
月
も
、
知
っ
て
お
き
た
い
情
報
が
満
載
で
す
！
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プ
ラ
ザ

保
険
料
の
未
納
に
ご
注
意
を
！

　

今
年
も
残
す
と
こ
ろ
1
カ
月
ほ
ど

と
な
り
ま
し
た
が
、
国
民
年
金
保
険

料
の
納
め
忘
れ
、
就
職
・
離
職
な
ど

に
伴
う
各
種
届
出
の
お
忘
れ
は
あ
り

ま
せ
ん
か
、
も
う
一
度
お
確
か
め
く

だ
さ
い
。

�
納
め
忘
れ
が
続
く
と
ど
う
な
る
の

　

国
民
年
金
保
険
料
の
納
め
忘
れ
が

続
く
と
、
老
後
に
受
け
る
老
齢
基
礎

年
金
が
減
額
さ
れ
た
り
、
受
け
ら
れ

な
い
場
合
も
あ
り
ま
す
。

　

ま
た
、
万
が
一
病
気
や
け
が
で
障

害
に
な
っ
た
と
き
の
障
害
基
礎
年
金

や
一
家
の
働
き
手
が
家
族
を
残
し
て

亡
く
な
っ
た
場
合
に
遺
族
基
礎
年
金

が
受
け
ら
れ
な
い
場
合
も
あ
り
ま
す
。

　

社
会
保
険
庁
か
ら
送
付
さ
れ
て
い

る
納
付
書
を
お
確
し
か
め
の
上
、
納

付
期
限
ま
で
に
金
融
機
関
、
郵
便
局
、

コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
、
ま
た
は

最
寄
の
社
会
保
険
事
務
所
で
納
め
て

く
だ
さ
い
。

もう一度、お確かめください
国民年金を納め忘れていませんか
市民課国民年金係からのお知らせ

�下記の場合には、必ず届出をしましょう！

 　必要なもの 　　  届出先種　別こんなとき

印鑑

市役所国民年金課

 

第1号被保険者届 20歳になったとき
（厚生・共済年金加入者除く）

印鑑、退職年月日

の分かる書類

第2号　→　第1号会社、役所等を退職したとき
（扶養の配偶者も一緒に届出を） 第3号　→　第1号

印鑑、扶養からはずれた

年月日の分かる書類
第3号　→　第1号

配偶者の扶養からはずれたとき
（離婚、死別や収入が増えたとき）

 印鑑、本人・配偶  

 者の年金手帳
　　勤　め　先

第1号　→　第2号
 会社員、公務員になったとき

（就職、再就職） 第2号　→　第2号

第3号　→　第2号

 印鑑、年金手帳   配偶者の勤め先
第1号　→　第3号 会社員、公務員と結婚して 

扶養されるようになったとき 第2号　→　第3号

 印鑑、離職票など 市役所国民年金課第1号被保険者届保険料納付が困難なとき
免除申請、若年者納付猶予の申請

�年金受給者の皆さん現況届は忘れずに！
　現況届は年金をもらっている方が、引き続き年金を受ける権利があることを確認するために毎
年１回社会保険庁に提出するものです。
　届け出を忘れると年金の支払いが差し止められてしまいます。年に1度の大切な届け出です。
期限に余裕をもって忘れずに提出しましょう。

�問 留萌市役所市民課国民年金係　�42・1805

   北海道社会保険事務局留萌事務所   �43・7211                                                                  
         

一
口
メ
モ　

　

歳
未
満
の
高
齢
任
意
加
入
で
き
る
期

70間
が
延
長
〜
平
成　

年
4
月
よ
り
〜
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国
民
年
金
の
加
入
期
間
は　

才
か
ら

20

　

才
ま
で
で
す
が
、
年
金
受
給
権
を
得

60る
た
め
に
期
間
が
足
り
な
か
っ
た
り
、

年
金
額
を
増
額
す
る
た
め
に　

才
を
過

60

ぎ
て
も　

才
ま
で
任
意
で
加
入
で
き
る

65

制
度
が
あ
り
ま
す
。

　

ま
た
昭
和　

年
4
月
1
日
以
前
に
生

30

ま
れ
た
方
に
は
、
特
例
で　

才
ま
で
を

70

限
度
に
資
格
期
間
が
満
た
す
ま
で
任
意

で
加
入
す
る
こ
と
が
で
き
す
。　

　

さ
ら
に
、
今
回
の
改
正
で
こ
の
特
例

が
昭
和　

年
4
月
1
日
生
ま
れ
の
方
ま

40

で
延
長
さ
れ
、
申
出
に
よ
り
、　

才
か

65

ら　

才
に
達
す
る
ま
で
の
間
に
お
い
て
、

70
受
給
期
間
を
満
た
す
ま
で
被
保
険
者
と

な
り
、
保
険
料
を
納
め
る
こ
と
が
で
き

る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　
※
詳
し
く
は
北
海
道
社
会
保
険
事
務
局

留
萌
事
務
所
に
お
問
合
せ
く
だ
さ
い
。
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